
ほこみち制度のイメージ

歩行者利便増進道路『ほこみち』について(土木総務課)

■現在の状況■
《①道路占用実施中》
・新市街下通2丁目第1号線

（サンロード新市街）
《②道路占用について協議中》
・手取本町新市街第1号線

（下通アーケード）
⇒道路指定及び特例区域の指定協議を終え、道
路占用開始に向けて各街区と協議中。

《③特例区域の指定に向け協議中》
⇒道路指定協議を終え、地元及び関係機関等と特例

区域の指定に向けて協議中。

・上通町上林町第1号線
（上通並木坂）

・花畑町安政町第1号線
（城見町通り）（三年坂）

・手取本町下通2丁目第第１号線
（駕町通り）

・東町1丁目画図東2丁目第１号線
（健軍ピアクレス）

・水前寺公園第１号線（水前寺参道）

地元商店街等の団体との連携により“昼も夜も誰もが
歩いて楽しめる魅力的な道路空間”を創出します。
（なお、新市街・城見町・シャワー通りを除くエリ
アで実施中のコロナ占用緩和措置の期限は、令和4年
9月30日から令和5年3月31日に延⾧されました。）

“ほこみち”のロゴマーク
「ほこみちくん」
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歩行者利便増進道路制度『通称ほこみち制度』は、歩行者が快適に滞在・回遊でき
る道路空間の整備を図るもので、テラス営業などを目的としたテーブルやイスなど
の設置が道路占用許可で可能となり、沿道の賑わい増進･地域活性化につながります。

《運用開始までの手続き》
道路指定 ⇒ 特例区域（占用できる区域）の指定 ⇒ 道路占用許可



占用料については、条例に定める額の10分の1とする。
※国の通達:占用区域以外の除草、清掃等が行われる場合は、占用料の９０％を減額するもの。<通知：国道利第２４号等>
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